
議案第７８号 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のよう

に定めるものとする。 

 

令和４年１１月３０日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

 （提案理由） 

この案を提出するのは、地方公務員法の改正に伴い、この条例の一部を改正する

ため必要があるからである。 
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公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年大口町条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

の４第１項又は第２８条の６第１項の規定により採用された職員を除く。）」を削

り、同項第３号中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加

え、同項第４号中「昭和５８年大口町条例第３号」の次に「。以下「定年条例」と

いう。」を加え、同項第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 定年条例第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（これらの規定

により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（以下「新

条例」という。）第２条第２項第１号の規定は、地方公務員法の一部を改正する

法律（令和３年法律第６３号）附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員には

適用しない。 

３ 大口町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年大口町条例

第 号）附則第２条第１項の規定による期限の延長をすることとされている職員

は、大口町職員の定年等に関する条例（昭和５８年大口町条例第３号）第４条第

２項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、新条例の規

定を適用する。 

- 2 -



公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 略 第２条 略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

(1) 臨時的に任用される職員及びその他の法

律により任期を定めて任用される職員 

(1) 臨時的に任用される職員及びその他の法

律により任期を定めて任用される職員（地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条の４第１項又は第２８条の６第１

項の規定により採用された職員を除く。） 

 (2) 略  (2) 略 

(3) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条に規定する条件付採用になっ

ている職員（町長が定める職員を除く。） 

(3) 地方公務員法第２２条に規定する条件付

採用になっている職員（町長が定める職員

を除く。） 

(4) 大口町職員の定年等に関する条例（昭和

５８年大口町条例第３号。以下「定年条

例」という。）第４条第１項の規定により

引き続いて勤務させることとされ、又は同

条第２項の規定により期限を延長すること

とされている職員 

(4) 大口町職員の定年等に関する条例（昭和

５８年大口町条例第３号）第４条第１項の

規定により引き続いて勤務させることとさ

れ、又は同条第２項の規定により期限を延

長することとされている職員 

(5) 定年条例第９条第１項から第４項までの

規定により異動期間（これらの規定により

延長された期間を含む。）を延長された管

理監督職を占める職員 

 

(6) 略 (5) 略 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

地方公務員法の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。 

 

２ 改正の概要 

 (1) 公益的法人等への派遣等をすることができない職員に、管理監督職勤務上限

年齢による降任等の特例により異動期間が延長された管理監督職を占める職員

を加えます。（第２条第２項第５号関係） 

 (2) 暫定再任用職員は、第２条第２項第１号に掲げる職員に含めません。（附則

第２項関係） 

 (3) 旧定年条例において勤務延長された職員は、定年条例第４条第２項の規定に

より期限を延長することとされている職員とみなします。（附則第３項関係） 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日から施行します。 
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